
最高裁秘書第2013号

平成31年4月23日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

崎幸最高裁判所事務総長 今

司法行政文書開示通知書

4月8日付け（同月9日受付，最高裁秘書第1914号）で申出のありました司

法行政文書の開示について,下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

平成31年4月1日付け人事局事務分掌（片面で4枚）

開示の実施方法

1

2

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



人事局事務分掌

平成31年4月1日
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課(官） 係 事 務 内 容
総務係 1 局の予算の編成及び執行に関する事項

2 局内の連絡調整に関する事項
。
●

3 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項

4人事に関する統計の総括に関する事項

5 局の他の課及び職員管理官並びに課の他の係に属しない事項

庶務係 1 局の文書の受理及び発送に関する事項

2 局の職員の給与，服務，研修及び能率に関する事項（諸手当の認定に
関する事項を除く。 ）

3 局の職員等の旅行命令に関する事項

4 局の物品，図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
理端末の受入れ及び管理に関する事項を除く。 ）

5 公印の保管に関する事項

6 その他の局の庶務に関する事項

(局の情報処

人事文書
管理係

1 局の所掌事務に関する文書の管理に関する事項

2 局の所掌事務に関する文書の開示に関する事項

3 局の所掌事務に関する保有個人情報に関する事項
●

4 局の所掌事務に関する情報のセキュリティ確保に関する事項
の

5 局の情報処理端末に係るソフトウェアの更新等に関する事項

人事法規
係

1 人事に関する法令の制定及び改廃に関する事項

2 人事に関する法令事務の局内の総合調整に関する事項

3 人事に関する法令資料の整理及び整備に関する事項

4裁判所職員の給与の制度に関する事項

5 諸手当の運用に関する事項

6 特に命ぜられたその他の法令及び給与に関する事項
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2／4

課(官） 係 事 務 内 容

2 局の情報処理端末の受入れ及び管理に関する事項（他の係に分掌させ
甲

,る事項を除く。 ）

給与予算
係

1 人件費予算に関する事項･(他の係に分掌させる事項を除くb )

2 給与実態調査に関する事項

3 非常勤の医師及び看護師である裁判所技官の給与に関する事項
b O

制度第一
係

裁判官及び委員等（一般職の職員の給与に関する法律第22条1項に
定める職員をいう。 ）以外の裁判所職員（以下「一般職員」 という。 ）
のうち家庭裁判所調査官（補）並びに医師及び看護師である裁判所技官
(以下「家庭裁判所調査官等」という。 ）を除くものの任免，採用試
験，選考等の制度に関する事項（分限及び懲戒に関する事項並びに他の
係に分掌させる事項を除く。 ）

制度第二
係

1 級別定数に関する事項

2 一般職員の人事評価の制度に関する事項

3 俸給の特別調整額の予算の要求に関する事項

制度第三
係

1 一般職員の採用に関する事項（他の係に分掌させる事項を除く。 ）

2 一般職員の育成に関する事項

3 一般職員に関まる女性の職業生活における活躍の推進，男女共同参
画，次世代育成支援施策等に関する事項

4 障害者雇用推進に関する事項

5 一般職員の退職管理に関する事項

6 特に命ぜられたその他の一般職員（家庭裁判所調査官等を除く。 ）の
任免，採用試験，選考等の制度に関する事項（分限及び懲戒に関する事
項を除く。 ）
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課(官） 係 事 ． 務 内 容
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職員任用
第二係

職員採用
試験係

給与第一
係

一
一
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一

給与第
係

◆

退職給与
係

9 一般職員の海外出張命令等（最高裁判所に勤務する一般職員の旅行命
令に関する事項を除く。 ）に関する事項

1 家庭裁判所調査官等の任免等に関する事項（分限及び懲戒に関する事
項を除く。 ）

2 家庭裁判所調査官等の採用試験及び選考の制度に関する事項

3 調停委員，専門委員及び労働審判員の任免等に関する事項

1 一般職員の採用試験及びこれに準ずる選考に関する事項（他の係に分
掌させる事項を除く。 ）

2 裁判所書記官任用試験に関する事項

､

3 裁判所書記官等試験委員会及び家庭裁判所調査官試験委員会に関する
事項

4研修所入所試験の実施の調整に関する事項

1 最高裁判所に勤務する一般職員等の俸給決定に関する事項

2 一般職員の俸給決定の運用に関する事項

3 給与簿の検査に関する事項

4最高裁判所に勤務する一般職員の人事評価の実施に関する事項

5 災害補償に関する事項

1 最高裁判所に勤務する職員の給与の支給に関する事項

2 局の所掌事務に関する個人番号関係事務に関する事項

3 最高裁判所に勤務する職員の諸手当の運用に関する事項
■ ｡

4 局の職員の諸手当の認定に関する事項

5 裁判所職員の勤勉手当の支給に関する事項（最高裁判所が所掌するも
のに限る。 ）

退職手当に関する事項

企画係 1 裁判官の指名，補職等の制度に関する事項

2 裁判官の人事評価に関する事項

3 裁判官の法科大学院への派遣に関する事項
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課(官） 係 事 務 内 容

試験係

3 裁判官の履歴書等に関する事項

4裁判官の服務に関する事項

5 民事調停官、家事調停官、倫理監督官、再就職等監察官及びその他の
最高裁判所に設置された各種委員会等の委員等の任免等に関する事項
(分限及び懲戒に関する事項を除く。 ）

1 司法修習生の採用，罷免，考試等に関する事項

2 司法修習委員会の庶務に関する事項

3 裁判所法（昭和22年法律第59号）第45条第1項の選考に関する
事項

能率課 研修健康
係

服務倫理
係

勤務時間
係

1 裁判官以外の裁判所職員に対する研修に関する事項（最高裁判所に所
属する者に対する研修及び裁判所以外の機関が実施する研修に関する事
項に限る。 ）
一

2 表彰に関する事項

3 保健等に関する事項

裁判官以外の裁判所職員の職務に係る倫理その他の服務に関する事項
(他の係に分掌させる事項を除く。 ）

:一般職員の勤務時間等に関する事項

調査課 分限懲戒
係

栄典係

分限，懲戒等に関する事項

栄典等に関する事項

公平課 公平係 公平課の所掌事務に関する事項

職員管
理官
職員第一
係

職員第二
係

職員団体に関する事項

勤務条件に関する一般職員の意見，要望等の調査に関する事項


